
別紙 

広告の枠数、掲載位置、規格等仕様書 

 

１ 広告の枠数 

６枠 

 

２ 広告の掲載位置 

愛知県警察ホームページトップページ 

（URL：https://www.pref.aichi.jp/police/）の広告枠部分 

 

３ 広告の規格 

(1) 大きさは、横 150 ピクセル×縦 60 ピクセルとする。 

(2) データ容量は、20ＫＢ以下とする。 

(3) ファイルの種類は、「ＧＩＦ(アニメーションＧＩＦ可)」または「ＪＰＥＧ」

の静止画とする。「アニメーションＧＩＦ」の場合、切り替わる静止画像は切り

替えに十分な時間をとり、３画像までとする。 

(4) 文字色と背景色のコントラストは十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮

する。 

(5) 文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配

慮する。 

(6) 広告のＡＬＴテキストは、「広告：」で始まり、「広告：」を除き 30 文字以内

とする。 

 

４ 禁止事項 

  次の表現を含んだバナー広告は、ウェブサイト訪問者の意志に反した動きをした

り、ウェブサイト訪問者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。 

(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン 

(2) アラートマーク（警告表示） 

(3) ラジオボタン（選択肢の表示） 

(4) テキストボックス（入力できるように見えるもの） 

(5) プルダウンメニュー（下に選択肢があるように見えるもの） 

 

５ 広告の作成 

(1) バナー広告は、広告主が作成するものとする。 

(2)  前記(1)によるバナー広告の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。   

(3)  広告主は前記(1)により広告を作成するに当たっては、広告の内容、デザイン 

等が法令等に違反し、あるいは県警察及び広告媒体の信頼性を損なうことのない

ものとする。 



 

６ 広告の掲載期間 

(1) 広告を掲載する期間は１年単位（広告を掲載しようとする年の４月初めから翌 

年の３月末までの間）又は前記期間中の月単位とする。なお、広告の掲載を開始

する日（以下「広告掲載開始日」という。）は、原則として当該広告を掲載する

月の初日とし、広告の掲載を終了する日（以下「広告掲載終了日」という。） 

は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。 

(2) 前記(1)にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が県の休日に関          

する条例（平成元年条例第４号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「休日

等」という。）に当たる場合の広告掲載開始日は休日等最終日の翌日とし、広告

掲載終了日は休日等の初日の前日とする。 

 

７ 警察業務との区別 

警察業務を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ウェブサイト訪 

問者が警察業務であると錯誤しやすいものは禁止とする。 



広告掲載のイメージ  デザインは若干変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップページの下部 


